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公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会

全国宅地建物取引業保証協会岐阜本部



　東日本大震災・広島市北部での土砂災害の発生は、記憶に新しいところですが、今後日本各地で
いつ大規模な災害が起きてもおかしくないといわれています。
　本会では、災害発生時に岐阜県からの協力要請によって、被災者に借上げ仮設住宅として提供
可能な物件情報の収集及び提供を行う「災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協
定」を締結しています。
　同制度は、会員から提供された借上げ仮設住宅基準に適合した物件に被災者が入居を希望する
場合に、県が貸主と２年以内の期間で定期借家契約を締結し、県からは１物件当り賃料の0.54か
月分を上限として媒介手数料が支払われる制度です。
　本会では、災害発生時に備えて災害時に借上げ仮設住宅として提供可能な物件情報を事前にリ
ストアップ（入居中・自社物件を含む）し、定期的な更新を行うこととしていますので、情報提供
について会員皆様のご協力をお願い致します。
　情報提供及び媒介業務にご協力いただける会員の方は、次ページに記載の上、ＦＡＸにより所属
支部宛てご提出願います。
　なお、昨年度、情報提供に協力いただきました会員の方には、協力継続の意思及び提供いただ
きました物件の削除、条件変更、新規物件の追加の有無等の確認を所属の支部より行わさせてい
ただく予定です。

１．昭和56年６月以降に建設された住宅、又は耐震診断、耐震補強工事等により安全性が確認さ
　れた住宅であること。
２．賃料に共益費、管理費を加えた家賃等が、次の間取りに応じた金額以内の住宅であること。

３．岐阜県が借上げ仮設仮設住宅として被災者に提供すること、氏名、住所、電話番号等の個人
　情報を行政機関及び宅建協会に提供することについて、貸主（所有者）の合意が得られた住宅で
　あること。

○　家賃等は、岐阜県が負担します。
○　退居時における原状回復のための修繕等に要する費用（退去修繕負担金）は、賃料の２か月分
を上限として岐阜県が負担し、入居期間を延長する際には同費用は引き継がれます。
○　敷金、礼金及び更新手数料は負担しません。
○　火災保険等損害賠償保険料は、賃料の0.5か月分を上限として、岐阜県が負担します。
○　自治会費、駐車場料は入居者が負担します。
○　新規契約及び入居期間を延長する際に係る契約の媒介手数料は、賃料の0.54か月分を上限と
して、岐阜県が負担します。

岐阜県借上げ仮設住宅の事前リストアップ基準

  住宅間取り

   １Ｋ

      １ＤＫ

         ２Ｋ

             ２ＤＫ

   月額家賃等

     ５２,０００円

         ６２,０００円

           ６５,０００円

              ６８,０００円

   月額家賃等

     ８８,０００円

         ７７,０００円

           ８９,０００円

 住宅間取り

   ２ＬＤＫ

      ３ＤＫ

         ３ＬＤＫ

経費の負担
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災害時に借上げ仮設住宅として提供可能な民間賃貸住
宅情報の提供及び媒介についてご協力をお願いします。

会員の皆様へ



免 許 番 号

商 号 又 は 名 称

事 務 所 所 在 地

電 話 番 号

メールアドレス

知事免許　・　大臣免許　（　　　）第　　　　　号

災害発生時に被災者へ提供可能な民間賃貸住宅の情報提供について協力します。

F A X 番 号

平成　　年　　月　　日
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被災者への住宅提供の流れ

【災害発生時】

岐 阜 県

会　員建物所有者

宅建協会

被 災 者
⑦住宅供給
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　ハトマークサイト（物件情報・統計情報等公開サイト）の登録物件一覧画面より、自社で登録

した物件情報をリーフレットとして印刷する機能が１月２７日より追加されました。

　これにより、自社登録物件情報をリーフレットとして印刷してお客様に渡したり、表紙をつけ

て自社オリジナル冊子を作成することができるようになりました。

　会員の方が、ハトマークサイトに物件登録する場合は利用登録（無料）が必要となります。登

録がお済でない方は、協会事務局（０５８－２７５－１５５１）までお問い合わせください。

・簡単にお客様に渡せる物件案内書を作りたい。

・自社物件をまとめて冊子にしたい。

・他店との差別化を図りたい。　とき

・登録した自社物件情報をリーフレット形式でレイアウト（縦・横版）して印刷できます。

・印刷すれば物件案内書として、お客様にお渡しできます。

・表紙をつけて冊子にすれば自社オリジナル冊子にできます。

会員の方が、

リーフレット作成機能を利用すれば、

●ハトマークサイト登録システムにログイン後、「物件一覧画面」より
①　リーフレット形式で表示したい物件を選択

②　画面下の「リーフレット作成」ボタンをクリック

③　レイアウトをタテにするかヨコにするかを選択

④　キャッチフレーズを入力

⑤　画面下の「作成」ボタンをクリック

⑥　「印刷」ボタンをクリックすると、リーフレット画面へ遷移します。

●引き続き、リーフレットの表紙を作成する場合
⑦　「表紙テンプレート」ボタンをクリックすると表紙テンプレート選択画面へ遷移します。

⑧　発行日や商号などの編集ができ、リーフレットと併せることで、冊子を作成できます。

※　作成したリーフレット・表紙テンプレート（ＰＤＦ）は、ＰＣ端末に保存することができます。

【表紙テンプレート・リーフレット見本（縦・横版）】

リーフレット作成機能とは、

リーフレット作成機能を利用するには、
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ハトマークサイトに「リーフレット作成機能」が追加
自社登録物件情報を物件案内書として印刷できます



　「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律

（以下「改正法」という。）」が平成２６年１１月１９日に公布、本年１月１８日に施行されま

した。本改正法は、平成２６年８月の豪雨により広島市北部で発生した土砂災害等を踏まえ、

土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、都道府県に対して基礎調査の結果を公表

することを義務付ける等の措置を講じたものです。

　今般、本改正法の施行に併せて国土交通省より、宅建業者は宅地建物の取引に当って基礎

調査の結果を取引の相手方等に説明することが望ましいこと、また、基礎調査の結果につい

て故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は、宅建業法第４７条第１項に違反す

る場合があること等を内容とする通知がありましたのでお知らせします。

　また、本改正法の条項追加に伴う「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（ガイドライン）」

の一部条項ずれについても通知がありましたので併せてお知らせします。

　従前より、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下「土砂災害防止法」

という。）第４条第１項では、都道府県は、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（以下「土砂災

害警戒区域等」という。）の指定その他同法に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に必要な基礎

調査を行うものとされていたところ、改正法により、同条第２項において、都道府県は、基礎調査の結

果を公表しなければならないとされた。具体的には、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の

推進に関する法律施行規則において、基礎調査の結果として、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住

民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び急傾斜地の崩壊等が発生

した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められ

る土地の区域、すなわち、土砂災害警戒区域等に相当する範囲を平面図に明示して、都道府県の公報へ

の掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとされた。

　また、土砂災害防止対策基本指針において、基礎調査の結果の公表後、都道府県は、市町村と連携して、

土砂災害警戒区域等の指定の手続きを速やかに進めるものとされており、当該土砂災害警戒区域等に相

当する範囲については、都道府県により土砂災害警戒区域等に指定される可能性があることから、当該

基礎調査の結果については、取引判断に重要な影響を及ぼす事項として、宅地建物取引業者は、宅地若

しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う

媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）に説明

するのが望ましい。具体的には、取引の対象となる宅地又は建物が土砂災害警戒区域等に相当する範囲

に含まれる場合には、その旨と当該範囲が土砂災害警戒区域等に指定される可能性があることを説明す

ることとする。

　また、基礎調査の結果について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は、宅地建物取

引業法第４７条第１項に違反する場合があるものと解される。

　なお、土砂災害警戒区域等については、従前より、宅地建物取引業法第３５条第１項に基づく重要事

項説明の対象とされており、具体的には、取得し、又は借りようとしている宅地又は建物が土砂災害警

戒区域内にある場合にはその旨、土砂災害特別警戒区域内にある場合には、その制限の概要を説明する

こととされているため、この旨さらに徹底を図られたい。
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律に基づき都道府県が公表する基礎調査の結果について



○「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正

　第３５条第１項第１４号関係第２項を以下のとおり改正する。

第３５条第１項第１４号関係

　法第３５条第１項第１４号の省令事項（規則第１６条の４の３）について

　宅地の売買又は交換の契約に当たっては以下の１から３を、建物の売買又は交換の契約に

当たっては１から６までの事項を、宅地の貸借の契約に当たっては１から３まで及び８から

１３までの事項を、建物の貸借の契約に当たっては１から５まで及び７から１２までの事項

を説明することとする。

１　（略）

２　宅地又は建物が土砂災害警戒区域内にある旨について（規則第１６条の４の３第２号関係）

　　本説明義務は、売買・交換・貸借の対象である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等にお

ける土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条第１項により指定された土砂災害警戒区

域内にあるか否かについて消費者に確認せしめるものである。

３～１３　（略）

　(公財)不動産流通近代化センターは、平成２６年度不動産コンサルティング技能試験の合格者を

１月９日（金）に発表しました。同試験は、平成２６年１１月９日（日）に全国１２会場で実施され、

受験申込者１，５７７名のうち１，３１３名（受験率８３．３％）が受験しました。合格者は、

６０７名（合格率４６．２％）で、合否判定基準は、択一式試験と記述式試験の合計２００点満

点中１０５点以上の得点の者が合格者とされました。

　合格者は、平成２７年１月９日（金）以降、随時同センターに登録を申請することができ、登

録要件を満たし登録された方は、「公認　不動産コンサルティングマスター」として認定され、「公

認　不動産コンサルティングマスター認定証書」及び「同認定証」が交付されます。

試 験 地

札　　幌

仙　　台

東　　京

横　　浜

静　　岡

金　　沢

名 古 屋

３３

５１

５６０

１３９

３０

１５

８４

１２

１５

２７２

６７

１１

５

３０

３６.４％

２９.４％

４８.６％

４８.２％

３６.７％

３３.３％

３５.７％

受験者数 合格者数 合 格 率 試 験 地

大　　阪

広　　島

高　　松

福　　岡

沖　　縄

 合　計 

２３８

３１

３２

９３

７

１,３１３

１２７

１４

１４

３８

２

６０７

５３.４％

４５.２％

４３.８％

４０.９％

２８.６％

４６.２％

受験者数 合格者数 合 格 率

平成２６年度不動産コンサルティング技能試験実施状況
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平成２６年度「不動産コンサルティング技能試験」
合格者の概要について



●新設住宅着工戸数の推移（月別。 ▲はマイナス）
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　国土交通省がまとめた11月の新設住宅着工戸数は、持ち家が前年同月比29.3％減の2万4,462

戸と10カ月連続の減少、貸家が同7.4％減の3万2,655戸と5カ月連続の減少、分譲住宅でも同

6.0％減の2万戸と先月の増加から再び減少となったため、11月の新設住宅着工戸数全体では、同

14.3％減の7万8,364戸と9カ月連続の減少となり、着工床面積では、同20.7％減の643万2千

㎡と、10カ月連続の減少となった。

　着工戸数の季節調整済年率換算値は88万8

千戸となった。持ち家では、民間資金分が同

29.5％減の2万2,022戸と9カ月連続の減少、

公的資金分でも同27.0％減の2,440戸と19カ

月連続の減少となったため、全体でも減少と

なった。

　貸家では、民間資金分が同7.5％減の2万

9,408戸と5カ月連続の減少、公的資金分でも

同6.6％減の3,247戸と3カ月連続の減少と

なったため、全体でも減少となった。

　分譲住宅では、マンションが同2.4％増の

9,255戸と2カ月連続の増加となったものの、

戸建て住宅が同12.5％減の1万602戸と7カ月

連続の減少となったため、全体でも減少となっ

た。

　岐阜県の利用関係別着工戸数をみると、貸

家が同15.8％増の286戸、分譲住宅でも同

41.3％増の195戸と増加となったものの、持

ち家が同36.1％減の537戸と減少となったた

め、岐阜県全体では、同17.2％減の1,018戸

と11カ月連続の減少となった。

　三大都市圏をみると、首都圏では、持ち家

が同22.3％減の5,617戸、貸家が同6.1％減の

1万1,510戸、分譲住宅でも同6.5％減の1万

48戸と全利用関係別で減少となったため、首

都圏全体では同7.9％減の2万7,922戸となっ

た。

　中部圏では、持ち家が同31.1％減の3,695

戸、貸家が同14.3％減の2,685戸、分譲住宅

でも同25.1％減の1,587戸と全利用関係別で

減少となったため、中部圏全体では同25.0％

減の7,975戸となった。

　近畿圏では、貸家が同4.3％増の4,731戸と

増加となったものの、持ち家が同33.2％減の

2,917戸、分譲住宅でも同10.1％減の4,458

戸と減少となったため、近畿圏全体では同

12.5％減の1万2,192戸となった。

　建築工法別では、戸建て系商品を中心とす

るプレハブの持ち家が同19.8％減の4,100

戸、貸家が同8.9％減の7,894戸、分譲住宅で

も同1.4％減の483戸と減少となったため、全

体では、同12.1％減の1万2,601戸と先月の増

加から再び減少となった。

　2×4では、持ち家が同24.3％減の2,762

戸、貸家が同4.9％減の6,518戸、分譲住宅で

も同11.6％減の1,214戸と減少となったた

め、全体では、同11.8％減の1万499戸と9カ

月連続の減少となった。
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　宅建協会と保証協会では、宅地建物取引業の実務経験の浅い方・初めて従事される方の今後の業
務に役立つよう、宅建業に従事する者の基本的心得、業務知識、不動産広告の表示規約等につい
ての研修会を開催します。
　対象となる新規入会者（代表者）及び新規登録従業者の方（平成２６年８月２１日以降に入会さ
れた会員の方・登録された従業者の方）には別にご案内させて頂きますが、既存の会員・登録従業
者の方も受講頂けますので、受講を希望される方は、下記の申込方法によりお申込み下さい。
　なお、本研修会は、宅建業法第６４条の６に基づき開催するものです。

記
　１．開催日時　　平成２７年３月９日（月）　午後１時３０分より午後４時３０分まで

　２．会　　場　　岐阜産業会館　５階「第一会議室」
　　　　　　　　　　岐阜市六条南２－１１－１

　３．テ ー マ　　⑴　「宅地建物取引業務の知識」
　　　　　　　　　　　　　講　師　　畑　良平　顧問弁護士
　　　　　　　　　⑵　「不動産広告について」
　　　　　　　　　　　　　講　師　　東海不動産公正取引協議会　担当者
　　　　　　　　　※　テキストは、(公財）不動産流通近代化センター発刊の「宅地建物業務の知
　　　　　　　　　　識」を使用して行います。（定価３，０８４円）

　４．受 講 料　　会員及び登録従業者　２，０００円　　会員外　４，０００円
　　　　　　　　　（受講者１名当たり、テキスト代を含む。）

　５．定　　員　　先着８０名（申込制）

　６．申込方法　　下記の受講申込書により、２月２７日（金）までにＦＡＸにてお申し込み下さ
い。（ただし、定員になり次第締切りとさせて頂きます。）

　　　　　　　　※　申込方法の詳細については、次ページをご覧下さい。

ＦＡＸ　０５８－２７４－８８３３

基礎教育研修会受講申込書
３月９日（月）開催の基礎教育研修会の受講を申し込みます。

「下期基礎教育研修会」開催のお知らせ「下期基礎教育研修会」開催のお知らせ

infomation インフォメーション

商 号

事務所所在地

Ｔ　Ｅ　Ｌ

受 講 者

Ｆ　Ａ　Ｘ

①

②

③

④

⑤

⑥

所属支部

免許番号 大・知（　　）第　　　　　　号

平成　　年　　月　　日
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【申込方法】

  ①　上記受講申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸでお申込み下さい。

  ②　本会から受講票をＦＡＸ送信致します。

  ③　３月２日（月）までに、受講票に記載の振込口座に受講料を申込人数分お振込み下さい。  

（振込手数料は、各自ご負担下さい。）

  ※　一旦納入されました受講料は、欠席されましても返還できませんのでご留意下さい。

　　研修会テキストは、当日受付でお渡しします。

◎問合せ先

　　(公社)岐阜県宅地建物取引業協会　基礎教育研修担当　ＴＥＬ ０５８－２７５－１５５１

◎使用テキストの詳細

「平成２７年版　媒介業務がよくわかる 宅地建物取引業務の知識（５４４ページ）」

（別冊　平成２６年版「税制の手引」付）

　(公財)不動産流通近代化センター発刊

　「媒介業務がよくわかる 宅地建物取引業務の知識』」は、媒

介業務の基本となる実務と法令をわかりやすく解説しコンパ

クトにまとめた媒介実務の基礎本。お客様対応の基本から決

済・引渡しまでを網羅し、宅地建物取引業に初めて従事する

方はもちろんのこと、中堅ベテランの皆様の業務チェックに

も最適です。巻末には、最新の法令改正を掲載しています。

　

　岐阜県不動産コンサルティング協議会では、本年度の専門教育講座を愛知県不動産コンサルティ

ング協議会と共催で下記の日程により開催します。「公認 不動産コンサルティングマスター」の方

には、日頃のコンサルティング業務を推進するにあたり、必ず役に立つ講座内容となっておりま

すので、是非とも受講をご検討ください。

　なお、本講座は認定証の更新要件を具備した講座ですので、平成２７年３月３１日に認定証の

有効期限が満了する方は、この講座を受講することにより更新することができます。（既に更新要

件を満たしている方は、この講座を受講しなくても更新できます。今年度、すでに更新を済ませ

た方（有効期限が平成３２年３月３１日になっている方）は、当講座を受講しても次回の更新要件

とはなりませんのでご注意ください。）

　また、今年度の更新対象者には、(公財 )不動産流通近代化センターより更新申請書が送付されて

おり、すでに更新要件を満たしている場合には、更新要件欄に印字がされています。

「不動産コンサルティング専門教育講座」開催のお知らせ「不動産コンサルティング専門教育講座」開催のお知らせ
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◎　専門教育講座内容

　１．開催日時：平成２７年３月５日（木）　午前１０時～午後５時（予定）

　２．場　　所：名古屋市公会堂　４階ホール（名古屋市昭和区鶴舞１－１－３）

　３．受講資格：不動産コンサルティング技能登録者

　４．定　　員：３００名

　５．受 講 料：２０,０００円（レジュメ代含む。）

　６．申込締切日：下記へお問い合わせください。

◎　講座内容【有効活用コンサルティングの実務コース】

　　個人の相続対策や法人の遊休地の活用策として使われている土地有効活用は、「減損会計」導

入とともに、新たなニーズが広がりつつあります。その有効活用の代表的手法である「事業受託

方式」と「等価交換方式」について、初歩から専門知識まで、具体的事例を基に実践形式で学び

ます。また、コンサルタントの存在感を最も発揮できる「複数の地権者の権利調整による事業化」

について実務のポイントを押さえます。

◎　申込方法

　　技能登録者各位宛ご送付済の受講案内書の受講申込書に必要事項を記入し、下記宛ＦＡＸに

てお申し込みください。

　

　本制度は、本会会員事務所に従事する宅地建物取引主任者が、日本国内において宅地建物取引

業法第３５条、第３７条に基づき適正に遂行した業務に起因して提起された損害賠償請求につい

て、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し保険金をお支払する制度です。

今回、追加募集（補償期間：平成２７年６月１日午後４時から平成２７年１２月１日午後４時まで

の半年間）を行いますので、この機会にご加入を検討頂きますようご案内します。

　※お申込み方法等詳細につきましては、宅建ぎふ１月号（Vol.４５７）に同封の募集パンフレッ

　　トをご覧ください。（募集期間：平成２７年２月２７日（金）まで）

●　保険金と免責金額（宅地建物取引主任者１名あたり）

　　○保険料（宅地建物取引主任者１名あたり）　２,５００円

　※　次年度以降の契約更新は、事前にご案内の上、平成２７年１２月１日から１年ごとに継続

　　します。その際の年間保険料は、５，０００円となります。

｢宅地建物取引主任者賠償責任補償制度(追加募集)」のお知らせ｢宅地建物取引主任者賠償責任補償制度(追加募集)」のお知らせ

【問い合わせ・お申し込み先】

　(公社)愛知県宅地建物取引業協会内　愛知県不動産コンサルティング協議会

　　ＴＥＬ  ０５２－５２２－２５７５　 ＦＡＸ  ０５２－５２１－１８３８

【問い合わせ・お申し込み先】

　(公社)岐阜県宅地建物取引業協会　　ＴＥＬ　０５８―２７５－１５５１
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暴力団 エセ同和、エセ右翼 クレーマー、不明 その他 計

６２

５３２
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４

２

１

１

２３

６２
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６

５

４

４

５．不当要求行為以外の暴力相談の内容

平成６年

１９７

平成22年

５４３

平成23年

６０３

平成24年

６０４

平成25年

６０９

平成26年

６２０

※　エセ団体等を名乗る者による図書・機関誌等物品購入要求の過去最高は、Ｈ１８年の１９８件
※　マンション等不動産投資に関する相談は１件、過去最高はＨ２０年の１５件

不当要求行為

不当要求行為以外の暴力相談

民事事案

　　　

企業からの取引相手相談

その他の暴力相談

図書・機関誌等物品購入要求

各種工事に関する因縁・クレーム

寄付金・賛助金名下の現金要求

公共料金滞納者からの因縁・クレーム

職員（店員）の応接に関する因縁・クレーム

架空請求

行政事務に関する因縁・クレーム

購入物品に関する因縁・クレーム

下請け参入要求

マンション等不動産投資勧誘

その他の因縁・クレーム

　　　　　　　　  計

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年
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８９
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５４３

６０３

６０４

６０９

６２０

４．不当要求行為の内容

計

計
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１．暴力団、エセ同和、エセ右翼等からの不当要求に関する相談は減少　　　　２６➡　２１
２．反社会的勢力との関係遮断のための取引先に関する相談は増加　　　　　４４２➡４７８
３．いわゆる悪質クレーマーや実態不明な者に関する相談は前年並みに推移　　８８➡　９３
４．エセ団体等による寄付金・賛助金名下の金銭要求に関する相談が増加　　　　２➡　　６
５．行政からの相談は前年並みに推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０➡　１８

岐阜県
暴力追放だより

公益財団法人岐阜県暴力追放推進センター発行

「岐阜県暴力追放だより」より抜粋

「暴力相談受理状況（平成２６年）」

１．過去の受理件数

２．相談対象者の推移

３．暴力相談の内容

○特　徴



顧問弁護士
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　今回から、交通事故についてお話します。交通事故は、過失によって惹起され、誰もが加害者になることも、

また、被害者になることもあり得ます。まずは、免許の停止、取り消しなどの行政上の責任と民事上の損害

賠償（被害者であれば請求、加害者であれば責任）から論じます。

①　反則金と罰金とはどう違うのか。

②　民事上の責任を負う自動車損害賠償保障法（自賠法）における運行供用者責任とはどういう内容か。

③　加害者が自賠責保険に未加入の場合、又は当て逃げ事故のように加害者が不明な場合，被害者は何

の保障も受けられないか。

④　被害者に５０％の過失がある場合、自賠責保険請求する際に請求額が半分になるか。

１． ①について

　　交通事故は、不注意（過失）によって惹起されるので、誰でも加害者になる可能性があります。それら

を全て刑事上、刑罰としての罰金を科してしまうと前科者が多数生じてしまいます。

　　そこで、軽微な不注意等を中心にして、行政処分として反則金を納付することによって刑事手続きは進

行しないことにしました。所謂、青色切符による処置です。例えば、時速３０ｋｍ未満の速度違反であれば、

反則金で済みますが、時速３０ｋｍオーバーする場合には、刑事処分として罰金が科されてしまうことに

なります（赤色切符による処置）。

２． ②について

⑴　人身損害等の賠償問題については、民法の不法行為責任の規定が適用されます。民法上の不法行為責

任を負わすためには被害者が加害者の不注意（過失）を立証する必要があります。ところが、交通事故

において、被害者に立証責任を負わすと、立証が果たせずに泣き寝入りを余儀なくされてしまう虞が出

ます。

　　そこで、自賠法に言う運行供用者責任として、立証責任の転換を図りました。すなわち、人身事故を

惹起させた以上、加害者の過失責任が推定され、原則として加害者が賠償責任を負います。加害者がこ

の責任を免れるためには、自己が無過失であることを立証する必要があります。

⑵　責任を負うべき「運行供用者」の意味は、自動車の運行を支配し、その運行から利益を得ている者、

と一般的に理解されています。従って、運転手のみならず、その者に雇っている会社（者）は勿論、レ

ンタカーで起こした事故についてレンタカー業者もこれに該当し、また、エンジンキーを差し込んだま

まで自動車が泥棒に盗まれ、その泥棒が人身事故を起こした場合には、その泥棒のみならず、所有者も

責任を負うこともあります。

３．  ③について

③の場合には、被害者は自賠責保険による保護を受けることはできません。

しかしながら、被害者に責めがなく、保護する必要性があるので政府保障事業と言う制度にて保障を受

けることができます。すなわち、政令で定める金額の限度において、被害者は損害の補填を受けることが

できます。そして、保障金額の最高限度は自賠責保険と同額とされています。すなわち、死亡につき、

３０００万円、また、傷害でも第１級後遺障害の場合には、３０００万円（要介護につき４０００万円）

までとなっている等です。

４． ④について

過失相殺とは被害者にも不注意があった場合には、その過失割合によって請求額を減じる制度です。自

賠責保険では被害者保護の観点から、過失相殺を制限的に適用し、金銭的救済をより良く実現しようとし

ています。すなわち、過失割合につき被害者に７０％以上の重大な過失が認められる場合に限って減額と

され（これを重過失減額といいます）、被害者の過失が５０％あったとしても、７０％未満であるために自

賠責における被害者の請求額の減額はされず、１００％支払って貰えます。この点が任意保険と異なります。

以上

（公社）岐阜県宅地建物取引業協会

畑 　 良 平

身近な法律相談

交通事故における責任と賠償額の請求について
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不動産取引
判例集

不動産取引
判例集

不動産取引
判例集

判例集
　不動産の売主の子どもが、当該不動産を買い取って同日に
転売した宅建業者が差額を利得したことについて、宅建業者
及びその担当者に対し、不法行為に基づき差額分の損害賠償
を請求した事案において、顧客が不動産を売却する際に、宅
建業者が媒介ではなく直接買い受ける取引においては、媒介
契約によらずに売買契約によるべき合理的根拠を具備する必
要があり、これを具備しない場合には、宅建業者は売買契約
による取引ではなく媒介契約による取引に止めるべき義務が
あるとした事例

（福岡高裁 平24年３月13日判決 上告）

【事案の概要】

　Ｘ（控訴人）の母親であるＡ（死亡）は、宅建業者Ｙ１（被控訴人会社）の従業員であるＹ２（被

控訴人）に対し、本件物件の売却に関する業務を依頼した。Ｙ２は、隣接する土地の所有者Ｂに対

し購入を勧め、Ｂが2100万円で購入することを承諾したところ、Ｙ１において、本件物件をＡから

1500万円で買い取り、同一日にＢに対し2100万円で売却し、これら契約における売買代金は同

日に支払われた。

　本件は、Ｘが、Ｙ１が差額600万円を得たことについて、Ｙ１及びＹ２に善管注意義務ないし誠実

義務違反があるとして、主位的に、不法行為に基づき、Ｙ１及びＹ２に対し、連帯してＡが被った

損害600万円及び遅延損害金の支払いを求め、予備的に、債務不履行ないし不当利得に基づき、Ｙ

１に対し、600万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

　これに対し、Ｙ１及びＹ２は、Ａ・Ｙ１間の売買契約の利点について、スピード、確実性、安心感

を挙げて合理性がある旨主張した。

　原審（福岡地裁）は、債務不履行等の事実はないとして、Ｘの請求をいずれも棄却したところ、Ｘ

が控訴した。

【判決の要旨】

　裁判所は、次のように判示し、原判決を変更した。

　⑴　Ｙ１及びＹ２による不法行為の有無

　　　宅建業法46条が宅建業者による代理又は媒介における報酬について規制しているところ、

これは一般大衆を保護する趣旨をも含んでおり、これを超える契約部分は無効であること（最

高裁昭和45年２月26日第一小法廷判決）並びにＹ１及びＹ２は宅建業法31条１項により信義

誠実義務を負うこと（なお、その趣旨及び目的に鑑み、同項の「取引の関係者」には、宅建業

者との契約当事者のみならず、本件のように将来宅建業者との契約締結を予定する者も含まれ

ると解するのが相当である。）からすれば、宅建業者が、その顧客と媒介契約によらずに売買

契約により不動産取引を行うためには、当該売買契約についての宅建業者とその顧客との合意

のみならず、媒介契約によらずに売買契約によるべき合理的根拠を具備する必要があり、これ

を具備しない場合には、宅建業者は、売買契約による取引ではなく、媒介契約による取引に止

めるべき義務があるものと解するのが相当である。

　⑵　媒介契約によらずに売買契約による合理的根拠の有無

　　①　売買と転売の両取引について、Ａからは何ら苦情は出ず、死亡するまでＡはＹ２やその家

族と親密な関係にあったことからすれば、Ａの意に反したものとは認められない。

　　②　媒介契約によらずに売買契約による利点が存在していたかについては、

　　・「スピード」については、Ａが売却の意向を示してから契約まで半年以上が経過していること、

　　・「確実性」については、売買と転売は同一日に行われており、Ｙ１は契約を締結しない余地が

残されていたこと、

　　・「安心感」については、売買契約において、瑕疵担保責任の免除等Ａにとって有利な条項は

ない上、転売契約においても、Ｙ１に有利な特約を結ぶとともに、物件の問題点を重要事項

説明書に記載して瑕疵担保責任の対象から除外する措置によりＡ・Ｂ間の売買契約であって

も紛争の顕在化を防止することはできたことから、両取引による利点の存在を認めることは

できない。

　　③　以上によれば、Ａにおいて、本物件の売却について媒介契約ではなく売買契約により行い、

Ｙ１が600万円もの差益を得たことについて、合理性を説明することはできないから、Ｙ１

及びＹ２には、少なくとも合理的根拠が具備されていないにもかかわらず売買契約で取引を

行った過失が認められるから、Ｘに対し、共同不法行為として連帯して損害賠償をする義務

を負う。

　⑶　Ｙ１及びＹ２の不法行為による損害Ｙ２は、媒介契約におけるのと同様に、売却先を確保し、

売買契約を締結するのに必要な行為を行ったことが認められ、本物件が2100万円で売却され

た場合の媒介手数料の上限金額は国土交通省告示によれば72万4500円となり、Ａの損害は、

差益600万円ではなく媒介手数料72万4500円を控除した527万5500円の範囲とするのが相

当である。
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　　・「スピード」については、Ａが売却の意向を示してから契約まで半年以上が経過していること、

　　・「確実性」については、売買と転売は同一日に行われており、Ｙ１は契約を締結しない余地が

残されていたこと、

　　・「安心感」については、売買契約において、瑕疵担保責任の免除等Ａにとって有利な条項は

ない上、転売契約においても、Ｙ１に有利な特約を結ぶとともに、物件の問題点を重要事項

説明書に記載して瑕疵担保責任の対象から除外する措置によりＡ・Ｂ間の売買契約であって

も紛争の顕在化を防止することはできたことから、両取引による利点の存在を認めることは

できない。

　　③　以上によれば、Ａにおいて、本物件の売却について媒介契約ではなく売買契約により行い、

Ｙ１が600万円もの差益を得たことについて、合理性を説明することはできないから、Ｙ１

及びＹ２には、少なくとも合理的根拠が具備されていないにもかかわらず売買契約で取引を

行った過失が認められるから、Ｘに対し、共同不法行為として連帯して損害賠償をする義務

を負う。

　⑶　Ｙ１及びＹ２の不法行為による損害

　　　Ｙ２は、媒介契約におけるのと同様に、売却先を確保し、売買契約を締結するのに必要な行

為を行ったことが認められ、本物件が2100万円で売却された場合の媒介手数料の上限金額は

国土交通省告示によれば72万4500円となり、Ａの損害は、差益600万円ではなく媒介手数料

72万4500円を控除した527万5500円の範囲とするのが相当である。

　本件は、売主から物件の売却に係る媒介業務を依頼された宅建業者が、売却先を探す過程で

購入希望者を確保しておき、自ら購入して転売することによる差益を得たことについて、媒介

契約によらずに売買契約により不動産取引を行うべき合理的根拠を具備する必要があるとの新

たな判断基準を示し、詳細な検討を加えた判示として、実務上参考になる。

　宅建業法46条は、消費者保護の趣旨もあって代理・媒介手数料の上限額について規定して

おり、この上限額を超える転売利益を得る行為を無限定に認めては、同条２項を潜脱すること

になるとの判断である。

　そもそも、媒介契約によるか売買契約によるかという論点は、宅建業者が、民法644条の

善管注意義務を負うとともに、宅建業法31条１項の信義誠実義務及び同法34条２項の取引態

様の明示義務を負うこと、同法47条１号の業務に関する禁止行為にも幅広く関連しており、

宅建業者の基本に立ち戻るものであろう。

　なお、類似の判例としては、浦和地判・昭和58年９月30日、東京地判・昭和37年４月23日

があるので、参考とされたい。

【まとめ】

免許更新の手続きはお早めに！！

　免許更新の手続きは、有効期間満了日の９０日前から３０日前までの間に申請して下さい。

免許更新手続きを忘れて免許が失効しますと、宅建業を営むことができなくなりますのでご注

意ください。
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 １月５日

 ・仕事始め

 １月８日

 ・第３回空き家等対策協議会

　岐阜市：箕浦会長、大橋職員出席

 １月１４日

 ・全宅連・全宅保証都道府県協会長・本部長

会議・新年賀詞交歓会

　東京：箕浦会長、加納事務局長出席

 ・空き家等相談窓口開所式・運営委員会

　大垣市：林常務理事、大橋職員出席

 １月１５日

 ・全宅保証総務・財務合同正副委員長会議

　東京：箕浦会長出席

 ・弁護士相談

 ・宅建ぎふ№４５７号発行

 １月１９日

 ・全宅連・全宅保証都道府県協会・本部事務

局長会議

　東京：加納事務局長出席

 １月２０日

 ・会計指導

 １月２２日、２３日

 ・全宅連中部地区連絡会役員合同会議

　福井県：箕浦会長、桑原・東副会長、山本・

鷲見常務理事、加納事務局長出席

 １月２６日

 ・第３回消費者保護委員会

　報告事項

　⑴　消費者セミナーについて

　協議事項

　⑴　平成２７年度事業計画・予算(案)について

 １月２７日

 ・第２回情報提供委員会

　報告事項

　⑴　平成２７年度税制改正要望結果について

　協議事項

　⑴　平成２７年度事業計画・予算(案)につい

　て

 １月２９日

 ・第３回人材育成委員会

　報告事項

　⑴　第２回県下統一研修会実施結果について

　協議事項

　⑴　平成２７年度事業計画・予算(案)について

　⑵　法定講習実施計画等について

　⑶　下期基礎教育研修会について

　⑷　平成２７年度第１回県下統一研修会につ

　いて

  「ハトマークサイト（全宅連統合サイト）」は、全宅連と宅建協会が運営するインターネット上の物
件広告サイトです。

◎ハトマークサイトに登録した物件は、「中部レインズ」へ登録ができます。
◎ハトマークサイトに公開した物件は、「不動産ジャパン」にも自動的に公開されます。
◎利用申込み等は、協会事務局までお問い合せ下さい。TEL.058-275-1551
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会　　員　　の　　異　　動

免 許 番 号

免許年月日 商号又は名称 専任の取引主任者 事 務 所 所 在 地電 話 番 号
ＦＡＸ番号

代　表　者
（政令使用人）

〒

入　会　者（会員名簿に貼付けしてご利用頂けます。）

【岐阜南支部】

岐阜中支部
１月６日
　巡回相談（岐阜市役所）
１月２２日
　第８回幹事（監査）会
１月２７日
　巡回相談（岐阜市役所）
１月２８日
　新規入会者事務所調査
　入会審査会

岐阜南支部
１月７日
　巡回相談（各務原市役所）
１月８日
　新年互礼会（情報交換会）
１月１３日
　巡回相談（岐阜市役所）
１月１９日
　第１回正副支部長・委員長
会議
１月２１日
　巡回相談（羽島市役所）
１月２６日
　第５回広報情報提供委員会
　第３回正副支部長会

１月２７日
　第３回流通促進委員会
　第１回総務委員会
１月３０日
　新規入会者事務所調査

岐阜北支部
１月７日
　新年互礼会
　第５回幹事会
１月２０日
　巡回相談（岐阜市役所）
１月２１日
　新規入会者事務所調査
　入会審査会

西濃支部
１月９日
　ＩＴ研修会講師との打ち合  
　わせ会
１月２３日
　巡回相談（大垣市役所）
　第６回幹事（監査）会
　支部研修会
　ＩＴ研修会
　新年互礼会

中濃支部
１月１３日
　巡回相談（関市総合福祉会
　館）
１月１６日
　新年互礼会

東濃支部
１月１４日
　新年互礼会
１月１６日
　新規入会者事務所調査
１月２０日
　入会審査会
１月２４日
　新規入会者事務所調査
１月２６日
　入会審査会

飛騨支部
１月２２日
　新年互礼会

支 部 だ よ り

大⑶6857
26. 4.20

タ マ ホ ー ム ㈱ 井 川 竜 徳
各務原市鵜沼各務原町
1-227-2

058-379-2310
058-379-2311

509-
0141(井　川　竜　徳)

玉 木 康 裕
各務原店
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⑴　4829
26.12. 4

㈱ 三 愛 硝 子 上 田 英 郎 佐 竹 香 織 大垣市外渕3-41-4
0584-89-6896
0584-89-7598

503-
0934

⑴　4832
26.12.12

㈱ 大 恵 不 動 産 赤 川 恵 一 赤 川 恵 一 大垣市上石津町牧田2419
0584-47-2012
0584-47-2012

503-
1602

⑴　4830
26.12.10

㈱ 澤 頭 建 設 澤 頭 健 治 澤 頭 健 治
不破郡関ケ原町大字玉
532-2

0584-43-0258
0584-43-2450

503-
1545

【岐阜北支部】

【西濃支部】

⑴　4826
26.11.18

㈱ 大 幸 住 宅 可 児 工 房 畑 佐 　 卓
畑 佐 　 卓
鈴　村　友樹雄

可児市下恵土3433-652
0574-60-1161
0574-60-1169

509-
0203

【中濃支部】

宗　玄　奈保子⑴　4827
26.11.21

ク レ オ ㈱ 宗　玄　奈保子 瑞穂市馬場前畑町3-19-2
058-327-4665
058-327-4665

501-
0202

(鵜　飼　祐　希)
鵜 飼 幸 子⑹　3467

24.11.15
㈱ 鵜 飼 鵜 飼 祐 希 本巣郡北方町東加茂3-41058-323-0600

058-324-4015
501-
0425

⑴　4606
22. 6.16

㈱グッドライフエステート 若 尾 紀 行 石 田 善 也
中 島 輝 子

中津川市茄子川1984-67
0573-67-8129
0573-67-8139

509-
9132

【東濃支部】

(石　田　善　也)中津川営業所

うかい土地センター

免許番号

会員権承継

エ ス テ ー ト 中 堅
㈱ 中 堅 林　　　祥一郎 河 合 道 悦

岐阜北

支　部

事務所所在地 〒501-0407　本巣市仏生寺265　鵜飼ビル202号

37

商　　　　　号 代　表　者 専任主任者 電話番号 頁

旧：　⑵ 4389
新：　⑴ 4831

058-324-2519
058-324-2517

フ ク エ イ 不 動 産
㈱ フ ク エ イ 不 動 産 佐　藤　不二夫 佐　藤　不二夫

東　濃

事務所所在地 〒509-7201　恵那市大井町2236-53

81

旧：　⑵ 4534
新：　⑴ 4833

0573-26-1274
0573-25-7736

藤 井 不 動 産 ㈱

㈲ 加 納 建 築

オ ギ ソ 宅 建

黒　部　正　紀

加　納　　　賢

小木曽　勝　正

岐阜中

西　濃

東　濃

岐阜市東栄町1-11

揖斐郡大野町大字公郷2895-2

多治見市笠原町1362-1

廃　業

廃　業

廃　業

12

53

76

支　部 商　　　　　号 代　表　者 頁備考事務所所在地

退　会　者

専任主任者

専任主任者

専任主任者

専任主任者

岐阜中

岐阜中

岐阜南

岐阜北

杉山誠

齋藤岳志

桜井邦昭

齋藤岳志

杉山誠

10

11

26

31

信 友 興 業 ㈱

支　部 商　　　　　号 変更事項 頁
変　　更　　内　　容

旧 新

変更事項（１月）

㈱ ニ ッ シ ョ ー
岐阜支店

㈱ ニ ッ シ ョ ー
岐阜南支店

㈱ ニ ッ シ ョ ー
岐阜北支店
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岐阜北

西　濃

中　濃

中　濃

東　濃

東　濃

飛　騨

058-323-0601

058-323-5666

揖斐郡池田町六之井1349-5

原口かおり

山田祥子

梅本真弓

平腰昌代

058-323-0600

058-324-4015

揖斐郡池田町池野187-1

江口晃

鳥枝裕司

石田善也

河田昌代

37

54

60

63

76

79

87

㈱ 鵜 飼

桑 原 実 業 開 発 ㈱

見 行 木 材 ㈱

㈱ 丸 統 建

㈱グッドライフエステート

宮 島 建 設 ㈱

㈱ ロ ビ ン

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

所　在　地

専任主任者

専任主任者

専任主任者

専任主任者

専任主任者

商       号

栃 井 建 設 工 業 ㈱

加 藤 修 不 動 産 事 務 所

大 和 住 宅 ㈱

代表者

栃井　　清

加藤　　修

杉山　千廣

支　部

岐阜北

西　濃

西　濃

逝去者

栃井　　清

加藤　智子

杉山　豊年

続柄

本人

妻

父

逝去年月日

平成26年12月31日

平成27年 1月 5日

平成27年 1月13日

「訃　報」

謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りします。



　ハトマークは、私達がこれから目指していくべき姿の象徴です。2羽の鳩は会
員とユーザーの信頼と繁栄を意味しています。
　また、使用されている色については、赤色は「太陽」を、緑色は「大地」を、
そして白色は「取引の公正」を表しています。
　マークの上にある“ＲＥＡＬ　ＰＡＲＴＮＥＲ” は、会員とユーザーが“ＲＥ
ＡＬ　ＰＡＲＴＮＥＲ” となり、「信頼の絆」が育まれるようにとの願いをシン
ボルマークに込めたものです。

不動産に関するご相談は、不動産無料相談所へ

岐阜中 支 部

岐 阜 南 支 部

岐 阜 北 支 部

西 濃 支 部

中 濃 支 部

東 濃 支 部

飛 騨 支 部

岐阜市金園町５－２６－５ 058-248-6691

羽島郡岐南町下印食３－４７ 058-274-8899

岐阜市福光東１－２５－１
　白木ビル２Ｆ
大垣市住吉町５－１１
　オノデン住吉ビル２Ｆ
美濃加茂市太田本町１－１－２０
　美濃加茂商工会館１Ｆ
土岐市泉梅ノ木町２－９－２
　陶都信用農業協同組合　泉梅ノ木支店２Ｆ

058-295-1982

0584-73-2300

0574-23-1800

0572-55-7218

高山市昭和町２－31－19 0577-36-1396

支 部 名 電 話 番 号所 　 在 　 地

　本会では、本部、各支部事務所に不動産無料相談所を設置し、不動産取引に関するご相談、ご質問
にお応えしています。

　来館による相談は事前に電話でご予約ください。
岐阜市六条南２－５－３　岐阜県不動産会館
058－275－1551
毎週月曜日～金曜日（祝日、本会の指定する日を除く。）
　午前 10：00～12：00　午後１：00～４：00
事前に電話でご予約ください。
　毎月第３木曜日　午後１：30～４：00（予約制）

　事前に電話でご予約ください。
毎週月曜日～金曜日（祝日、本会の指定する日を除く。）
　午前 10：30～12：00　午後１：00～３：30

【本部無料相談所】
所　在　地
電 話 番 号
実 施 日 時

弁護士相談

【支部無料相談所】
実 施 日 時

安心・安全な不動産取引をサポートする
不動産の総合情報サイト

“ハトマークサイト岐阜”
ht tp: / /www.g i fu- takken.or. jp
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